
活力と魅力あふれる日本に労組は不要か 

 

新ビジョンの労組への提言 

 

 前回ご紹介したように、今年の初めに日本

経団連が発表した「活力と魅力溢れる日本を

めざして」と題する「新ビジョン」は、労組

のあり方にもふれています。もっとも、その

量は多くないので、まず全部を引用しましょ

う。 

 「…労働組合も変革を迫られる。今日、組

合員の組合活動への参画意識が低下しており、

労働組合運動が内部から自壊する危機に瀕し

ているといっても過言ではない。労働組合は、

経営側の幅広い提案を受け、多様化する職場

の意見を集約し、それをもとに労使の話し合

いによって解決し、実行に移していくという

本来の役割に徹するべきである。」（「新ビジョ

ン」61 頁） 

 「…働きがい、生きがいといったことをベ

ースに、精神的な豊かさを追求したいと人々

が考える社会に変わってきているのである。 

 労働組合にも、すでにそうした認識を持ち

ながら、対応の方向性を探ろうとするところ

もみられる。しかし、その一方で、多様な働

き方は不安定な雇用であり、すなわち悪い働

き方であるという考え方に凝り固まり、長期

雇用の重視という画一的な発想から抜け出せ

ていないところも依然としてみられる。それ

が、雇用労働関係の規制改革反対の主張につ

ながっているとしたら、きわめて残念なこと

である。労働組合には、多様な働き方を受容

する懐の深い組織となることを期待したい。」

（同 71-72 頁） 

 かなり踏み込んだ内容、特に前者は大胆な

提言ですが、これ以上具体的な説明はありま

せん。そこで今回は、「週刊労働ニュース」

2002年７月２９日号所載の、日本経団連の奥

田会長の講演（昨年７月、全国労組生産性会

議のシンポジウムでのもの）の概要を手がか

りに、新ビジョンの描く労組像を考えてみた

いと思います。 
 
労組不要論ではない 
 

読んでまず感じるのは、これは労組不要論

ではない、ということです。不要論どころか、

労組の役割に大きな意義を認めているといっ

てもいいでしょう。奥田氏も前述の講演で、

「引き続き生産性運動の良きパートナーであ

ってほしい…外部の目から見ても、組合員の

参加意識が低下していることは明らか…労組

が共済などのサービスを買うだけのものであ

ったり、手数料を取って（労使交渉の）エー

ジェントをするだけのものだったなら、労組

の存在価値は皆無に等しい」と述べ、組合存

在の意義について、「すべての組合員が、執行

部の指導のもとで、民主的な手続きで決めら

れた運動方針に則って活動する、『組織力』に

ある」と主張しています。これをみると、経

営サイドとしても、労使が協力して生産性を

向上し、その成果を適正に配分することで企

業の発展と労働条件の向上をはかるという生

産性運動の考え方と、そのパートナーとして

の労組の意義を今後も重視することに変わり

はないようです。その上で、その前提となる

労組の組織力の低下を憂慮しているのであり、

これが新ビジョンの「労働組合運動が内部か

ら自壊する危機に瀕している」という危機感

につながっているものと思われます。 

 

求められる変革 

 

その一方で新ビジョンは、労組に大きな変



革を求めてもいます。「…提案を受け、多様化

する職場の意見を集約し、…話し合いによっ

て解決し、実行に移していく」ことを「本来

の役割」と言い切ったのは非常に大胆に思わ

れます。労働組合法第２条は、「この法律で「労

働組合」とは、労働者が主体となつて自主的

に労働条件の維持改善その他経済的地位の向

上を図ることを主たる目的として組織する団

体又はその連合団体をいう。」と定めています。

一人ひとりでは使用者に対して圧倒的に弱い

労働者が、組織の力で労働条件の向上などに

取り組むのが労組の「本来の役割」ではない

か、という反発も当然あるでしょう。その意

味するところを理解するためには、まず新ビ

ジョンがどのような働き方をめざしているの

かを知る必要がありそうです。 

 

多様化のなかで 

 

 前回もご紹介したとおり、新ビジョンは「多

様性」がキーワードになっています。その基

本的な理念は、「これからの経済社会に必要な

エネルギーをもたらすものは個人の多様性で

ある。自分らしく生きたい、個性を活かした

いという気持ちがエネルギーとなる」という

ところにあります。欧米並みの生活水準をめ

ざすという「物質的な豊かさ」だけではなく、

「自分らしく生きる、個性を活かす」という

「精神的な豊かさ」をも実現しようというわ

けです。 

 これを、働き方やライフスタイルといった

観点から見てみると、これまでの日本人の生

き方は「圧倒的多数の男性が長期雇用、年功

賃金、フルタイムの正社員となり、女性は専

業主婦か、もっぱら補助的労働に従事する」

という画一的なパターンに縛られてきた、と

いうことになります。しかし、ワンパターン

の中にはめこまれているのでは、「自分らし

く」「個性を活かす」ことは難しいでしょう。

実感としても、従来のパターンを飛び出して

自分らしく生きたいと考える人が増えている

ことは間違いありません。 

 新ビジョンはこれを「個人の働き方や意識、

価値観が加速度的に多様化しつつあるなかで、

たとえば仕事を通じ能力を伸ばしたい人だけ

ではなく、働くことで生活の糧を得るかたわ

ら、社会貢献活動などを通じて生きがいを追

及したい人、あるいは仕事と家庭をバランス

よく両立させて生活をエンジョイしたい人な

ど、人それぞれに、さまざまな生き方が模索

されはじめている」と書いています。働きな

がら、あるいはキャリアをいったん中断して、

大学院などで勉強する人も増えています。こ

うしたさまざまな生き方を可能にしていくた

めには、働き方もそれに応じて、長期雇用と

有期雇用、フルタイムとパートタイム、直接

雇用と派遣労働など、さまざまなバリエーシ

ョンが可能でなければなりません。新ビジョ

ンがいうとおり、これからの時代には「多様

化する個人が、安心して自ら多様な働き方を

選択でき、働きに応じて報酬を得られる仕組

みを構築しなければならない」のであり、「企

業は、従業員をすべて共通の目標、価値観、

嗜好を持つマスとして一律に扱うのではなく、

多様な個性をもつ個人として尊重し、さまざ

まなメニューを提供していかなければならな

い。これが従業員の活力を引き出し、企業収

益の源泉となる」のです。 

 

労組の役割の新しい具体化 

 

 そう考えると、新ビジョンのいう労組の「本

来の役割」が、労組法などにみられる伝統的

な労組の本来の役割と矛盾するものではなく、

むしろ一致していることに気づかされます。 

 もちろん、労働条件向上には労組の組織力

が必要であることに変わりはないわけですが、

多様な価値観の人が多様な働き方をする企業

においては、「労働条件の向上」といっても、

その内容もまた多様なものになるでしょう。



従来の画一的な価値観、画一的な働き方のも

とでは、雇用の安定、賃金の横並びでの引き

上げといった画一的な「労働条件の向上」を

めざせばよかったわけですが、これからの時

代は、やはり賃金だ、という人、休日や労働

時間が大事だという人、自分のやりたい仕事

ができるなら賃金も労働時間もこだわらない

という人など、働く人の要望も多岐にわたっ

てくるでしょう。こうした中では、経営サイ

ドからの労組への提案もまた幅広いものにな

ることも言うまでもありません。であれば、

多様化の時代においては、「組織の力で労働条

件を向上する」という労組の本来の役割は、

新ビジョンのいうように「経営側の幅広い提

案を受け、多様化する職場の意見を集約し、

それをもとに労使の話し合いによって解決し、

実行に移していく」という形で具体化してい

くことになるのでしょう。 

 

過去の画一的発想からの脱却 

 

 それでは、こうした理念はどのような形で

具体化していくことが期待されているのでし

ょうか。もう一度、前述の奥田氏の講演を参

照してみると、「労組が多様な価値観、働き方

の意識を持つ人にも、懐の広い受け皿であっ

てほしい…一定水準の労働条件に加えた別の

プラスアルファーがなければ、働きがいがあ

るとは言えなくなってきている…その部分を

いかにしっかりしたものにしていけるのかに

注力し、多様化の活用に関する建設的な提案

を行ってほしい」という発言があります。 
 これは要するに、多様な働き方は不安定な

働き方であり、悪い働き方だという画一的な

発想からの脱却を求めているものと思われま

す。正社員中心、労働条件（特に賃金）中心

の労働運動から、有期雇用やパートタイマー、

あるいは派遣などといった、より多様な働き

方の人たちを幅広くカバーして、働きがいや

個性の発揮といったことにも目を向けた労働

運動への進化をうながしているものといえま

しょう。これは新ビジョンもいうように、す

でに一部の労組では高い問題意識のもとに取

り組みが進められているところでもあり、経

営サイドとしてもこれを後押しする考えを表

明しているものと思われます。現実には、働

き方、ひいては価値観が異なる人たちの間に

は、利害の対立が発生することもあるでしょ

う。そのときに、いかにしてその利害を調整

し、取り組みの優先順位づけをしていくのか、

現実の運動においては非常に困難な問題も多

いものと思いますが、労組の意欲的な取り組

みを期待したいものです。それが組合員の参

画意識を高め、組織力の向上にもつながるも

のと思われます。 

 

懐の深い組織 

 

 その一方で、新ビジョンも指摘していると

おり、一部の労組には多様化につながる規制

緩和に抵抗する動きもみられます。 

 もちろん、長期雇用がこれからも重要な働

き方のひとつであることは間違いありません。

また、目下の経済情勢をみると、労組が非典

型雇用の増加が人件費抑制につながるとの問

題意識を持つことも当然かもしれません。と

はいえ、中長期的にみれば、規制緩和に反対

したり、硬直的な規制の導入を主張したりす

ることは、確実に進む多様化の流れと、それ

を望む働く人たちのニーズに逆行することに

なります。ひいては、新ビジョンが心配する

ように、労組が「内部から自壊する」ことに

なりかねません。 

 多様化という大きな社会変革のなかで、労

組が存続し、引き続きその重要な役割を果た

していくために、労組にはより「懐の広い」

組織への進化が求められているのではないで

しょうか。（本文はすべて筆者の個人的な見解

であり、筆者が所属する会社などとは関係あ

りません） 


